
ファイル一覧 図面のまとめ順
のPDF名称
現地調査票 現地調査票

他法令等調査票（盛岡市・任意添付）
※市街化調整区域・狭あい道路・中高層条例に該当の場合は、必須添付

確認申請書 申請書（1-6面）＋概要書（1-2面）

概要書３面 概要書３面 ※書面申請の場合は、概要書1-3面

工事届 1-4面（不要な面は省略可）
※県との協議が整えば、国のエクセルデータで提出を求める予定

委任状 委任状
算定例

許可書 開発許可（検済、変更許可、当初許可の順番）、宅造許可書など、複数許可をまとめて可 住宅（新２号に該当） ㎡ ★主たる用途

物置（新２号に該当） ㎡

調書 工場調書、危険物調書など、複数調書をまとめて可 車庫（新３号に該当） ㎡

㎡ ★面積はトータルで

12条5項報告 一式まとめて可

既存概要書 一式まとめて可

シックハウス 使用建築材料表
天井裏等への措置
24時間換気計算書
カタログ写し等（型番、給排気量 根拠資料）

計画概要
仕上げ表（外部・内部）
案内図
配置図
地盤面算定表 ※新３号は不要
面積算定図（敷地面積、建築面積、床面積）
各階平面図
立面図４面
断面図２面以上 ※新３号は不要
建具表（任意）
LVS検討（採光、換気、排煙は要件による） ※新３号は、場合により必要
審査に必要な、品番、性能を確認できる各種資料（カタログ写し等）  〃

採光1/10緩和の場合（照明設備のカタログ添付、図面に照度円等の明示 など）  〃
ガスの場合（ガス発熱量や排気風量のカタログ添付、図面に計算式明示）  〃

その他、審査上必要な設計図書等

電気設備図
給排水衛生設備図
給湯設備の転倒防止対策

仕様ルート（固定方法を確認できる資料等）
計算ルート（計算書等）

浄化槽票
人槽対象人員/処理水量算定書
浄化槽処理対象人員算定申請書（盛岡市に限る）
浄化槽認定書、型式適合認定書の写し（構造断面図、ポンプ槽オプション図含む）
付近見取り図
配置図
床面積求積図及び求積表
各階平面図
屋内外配管図及び屋外配管の縦断面図（盛岡市は平面図等に記載）
直前の維持管理報告書写し（既存合併浄化槽利用の場合）
浄化槽放流水地下浸透事前協議結果の写し（地下浸透の場合）

高さ制限適合建築物の配置図
計画建築物の配置図
正射影天空図
天空率算定求積図
建築物位置確認表
その他、審査に必要な図書

現況の調査書
既存不適格調書
チェックリスト（図面への明示で可）
既存図面等、ほか構造検討図など

の図書を準備（※木造のような図書の合理化制度はない。）
構造上の別棟の数

の図書を準備

構造上の別棟の数
の図書を準備

※旧4号→新2号となるもの
★図書の合理化あり の図書を準備

ファイル一覧 図面のまとめ順 ファイル一覧 図面のまとめ順
のPDF名称 のPDF名称

早見表または表計算ツール ◎ 部分的な構造計算を行う場合 構造計算安全証明書（必要な場合）
仕様表 計算書 仕様表3/3頁のみ ※添付しない場合は、センター独自追記分の明示をお願いします。 算定例

※枠組や自前作成の場合は、センター独自追記分の明示をお願いします。 必要な伏図等 住宅（新２号に該当） ㎡ ★1棟、構造分離なし

「仕様表」等に転記することで、添付省略となる図面（任意添付可） 物置（新２号に該当） ㎡ ★1棟、構造分離なし

※審査の省略はできない・建築士法の図書保存義務の対象 ◎ 以下の場合は、計算書のみ添付 車庫（新３号に該当） ㎡

・ 基礎伏図 基礎[告示1347第2]
・ 各階床伏図及び小屋伏図 柱の小径[告示1349第2]
・ 2面以上の軸組図 継手仕口[告示1246]

壁量計算 構造計算書
壁配置のバランス 四分割法 基礎伏図

偏心率≦0.3の場合、計算書 各階床伏図及び小屋伏図
2面以上の軸組図

柱頭柱脚の接合方法 N値計算
告示1460仕様（階高3.2ｍ以下）

構造詳細図 構造詳細図
・ 耐火構造等の構造詳細図（屋根、外壁） → または、矩計図 ・ 耐火構造等の構造詳細図（屋根、外壁） → または、矩計図
・ 基礎の仕様、開口部補強（窓等、人通口、設備開口） ※構造詳細図の内容を明示 ・ 基礎の仕様、開口部補強（窓等、人通口、設備開口） ※構造詳細図の内容を明示
・ 構造用面材との取合い ・ 構造用面材との取合い
・ 構造用面材の隅部の取合い ・ 構造用面材の隅部の取合い
・ 筋交いとの取合い ・ 筋交いとの取合い
・ 継手及び仕口の構造方法 ・ 継手及び仕口の構造方法
・ 接合金物納まり詳細図 ・ 接合金物納まり詳細図

任意の壁倍率、金物等の性能を確認できる各種資料 任意の壁倍率、金物等の性能を確認できる各種資料
その他、審査上必要な設計図書等

地盤調査報告書 地盤調査報告書
仮調査の場合、本調査報告書を完了時に提出 仮調査の場合、本調査報告書を完了時に提出
近隣調査報告書を利用する場合、試掘した土質が同じである資料を完了時に提出 近隣調査報告書を利用する場合、試掘した土質が同じである資料を完了時に提出

地盤改良仕様書 地盤改良仕様書
地盤改良位置図 地盤改良位置図

何棟？ ↓確認申請書第二面８欄：「提出不要」を選択し、（ ）へ記載

※適用除外であることを確認できるよう図面に明示（または、資料を添付） 1.仕様基準（省エネ基準） ※2029年度末まで可 第一号イ
①10㎡以下 2.誘導仕様基準（誘導基準） 第一号ロ の図書を準備

 ②居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの 3.気候風土適応住宅（省エネ基準） 第一号イ
③歴史的建造物、文化財等 4.気候風土適応住宅（誘導基準） 第一号ロ
④応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場等仮設建築物 5.気候風土適応住宅（所管行政庁独自基準）※県内定めなし 第一号イ or 第一号ロ

何棟？

6.省エネ適合判定通知書（単独）
7.省エネ適合判定通知書（評価を活用）
8.省エネ適合判定通知書（長期を活用） ↓確認申請書第二面８欄：「提出不要」を選択し、（ ）へ記載

9.設計住宅性能評価書（設計） 第二号
10.設計住宅性能評価書（建設） 第二号
11.長期使用構造等である旨の確認書 第三号 算定例

12.長期優良住宅建築等計画の認定通知書 左記の名称を記入 住宅（新２号に該当） ㎡ ★1棟

13.低炭素建築物新築等計画の認定通知書 左記の名称を記入 物置（新２号に該当） ㎡ ★適用除外②

14.性能向上計画の認定通知書 左記の名称を記入 車庫（新３号に該当） ㎡ 居室なし、常温倉庫

15.国土交通大臣の認定書（別添も添付） 左記の名称を記入

※適用除外：②は、省エネ法施行令第6条第1項第1号による
・自動車車庫、自転車駐車場、畜舎、堆肥舎、公共用歩廊その他これらに類する用途 の図書を準備

・観覧場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、神社、寺院その他これらに類する用途（壁を有しないことその他の高い開放性を有するものとして国土交通大臣が定めるものに限る。）
※質疑応答集1.1-1 No6
・常温倉庫 の図書を準備

※宣言書の添付は不要 宣言書 宣言書
申請時に、上記一覧のNo.9〜15の通知書等を 申請時に添付できる場合、添付
添付できない場合、添付 宣言書の場合、添付不要

申請時に添付できる場合、添付
チェックリスト（★推奨添付）   または、 （仕様表） 通知書等の写し 宣言書の場合も、添付

外皮及び設備機器の性能の証明となる各種資料（自己適合宣言書等） 添付図書一式
※書類のまとめ順（断熱材別、ドア、サッシ） 申請書等 ・ 計画書
※書類のまとめ順（暖冷房、換気、給湯、照明） ・ 設計内容説明書

・ 委任状
意匠図の平面図に、 ・ 付近見取り図

設備機器の設置場所、品番を明示してください。 各種図面 ・ 配置図
・ 仕様書（仕上表含む）
・ 各階平面図
・ 床面積求積図及び求積表
・ 用途別面積求積図及び求積表
・ 立面図
・ 断面図又は矩計図
・ 外皮性能計算書

外皮関係 ・ 外皮面積求積図及び求積表
・ 性能の証明となる各種資料（自己適合宣言書等） ※断熱部位別、ドア、サッシの順に

設備関係 ・ 設備機器表
・ 一次エネルギー消費量計算書
・ 設備機器の性能の証明となる各種資料（ 〃 ） ※一次エネ計算書の項目の順番で
・ 照明プラン図

省エネ図面 省エネ図面

B 添付不要 100㎡超え200㎡以内

200㎡超え300㎡以内

C 添付必要 300㎡超え500㎡以内

★

【Ａ】仕様基準の場合 【B】【C】計算の場合 構造上の棟別、床面積の合計 他機関

30㎡以内

5,000

通知書等写し 添付図書 30㎡超え100㎡以内

他機関 C 手数料加算あり＆図書添付必要 省エネ加算（他機関の通知書等）

棟数　×

構造上の棟別、床面積の合計 仕様基準の審査

センター B 手数料加算なし＆図書添付不要 30㎡以内
3,000

100㎡超え200㎡以内

階数２以上、または200㎡越え 1号･２号 省ｴﾈ審査あり 評価方法は？ 30.00

10.01

★

無 棟別、床面積の合計 仕様基準の審査

計算 1 棟 30㎡以内

3,000省エネ基準適合を確認
済にチェックした

合理化
コース２

30㎡超え100㎡以内

≪注意≫仕様基準と計算を行う、たすきがけ
ルートも含みます。

100㎡超え200㎡以内

宣
言
書

省略
コース１

200㎡超え300㎡以内

省エネ加算（仕様基準）
省エネ基準の
適用除外

有 ≪注意≫住宅、長屋、共同住宅のみ
（併用住宅は不可）

確認時に審査します。
棟数　× 3,000

仕様基準 1 棟 A

法6条区分 確認申請書（第四面）の棟単位で確認します。 現地調査票

10,000

平屋かつ200㎡以下 3号 省エネ審査なし
省エネ図添付不要

300㎡超え500㎡以内

180.00

申請先は？

地盤調査報告書 地盤調査報告書

地盤改良図 地盤改良図

省エネの審査について、該当するものにチェックしてください

非木造

30㎡以内 5,000 7,000

100㎡超え200㎡以内 10,000 12,000

法6条区分 確認申請書（第四面）の棟単位で確認します。 別表 構造加算（非木造）

構造図 構造図

180.00

30.00

10.01

構造上の棟別、床面積の合計 木造

【B】仕様規定 その他 200㎡超え300㎡以内 12,000 15,000

300㎡超え500㎡以内 40,000 50,000

【Ａ】仕様規定 特定木造建築物の場合 【C】許容応力度計算（ルート１）の場合 30㎡超え100㎡以内

100㎡超え200㎡以内 10,000 12,000

★

構造上の棟別、床面積の合計 木造 非木造

30㎡以内
5,000 7,000

棟 計算方法は？ 仕様規定 構造加算（木造）

仕様のみ A 棟数　× 15,000

構造計算 C 棟数　× ★
平屋かつ200㎡以下 3号 構造審査なし

構造図添付不要 一部計算

非木造 棟

A B
階数２以下かつ300㎡以下

又は
平屋かつ200〜300㎡以下

階数２以上、または200㎡越え 1号･２号 構造審査あり 構造種別は？ 木造

棟数　× ★
棟別 6,000

構造の審査について、該当するものにチェックしてください

棟数　× 6,000 ★
棟別 6,000

既存不適格 既存不適格建築物への増築

主たる用途の法６条区分 確認申請書（第三面）で確認します。

平屋かつ200㎡以下 3号 基本額：特例あり（新3号）で算定

階数２以上、または200㎡越え 1号･２号 基本額：特例なしで算定

意匠図

明示すべき
事項の増加

設備図

浄化槽

天空率 天空率

220.01

特例有 特例無

200㎡超え300㎡以内 35,000 40,000

★

１）申請書の入力ルールの統一
・別添の、申請書の入力ルールの統一 をお願いします。
 ※2025年4月から、行政庁への電子報告開始に合わせて
≪対象≫
 ・書面申請（申プロ作成）
 ・電子申請（NICEWeb申請システム）

２）図面のまとめ順番ルールの統一
・図面のまとめ順を統一することで、審査の正確性、迅速性が
飛躍的に向上するため、ご協力ください。
≪対象≫
 ・書面申請、電子申請ともに

３）電子申請、ファイル一覧へのアップ方法
・ファイル一覧には、常に補正後の正しいデータのみアップ
（補正前のデータは削除する）
・PDFの容量は、できるだけ軽くして、ファイル一覧にアップ
（データ保存容量ひっ迫の解消）
・各種資料は、パスワード設定を解除し、ファイル一覧に添付
（審査終了処理ができないため）

床面積の合計
特例有 特例無

新３号

30㎡以内

● センターからのお願い ●

20,000 25,000

35,000
300㎡超え500㎡以内 50,000

180.00

30.00

10.01

30㎡超え100㎡以内

100㎡超え200㎡以内 30,000 33,000

200㎡超え300㎡以内 40,000

（一財）岩手県建築住宅センター 20250401（Ver.2）

確認申請時に必要な図書等のまとめ方 合計額

64,000

基本的な審査について、該当するものにチェックしてください ★印に手入力し合算

12,000 18,000

40,000


